
Again市町村アカデミー 講義

１　はじめに：人口減少・地方衰退と移動の仕組み

我が国が抱える最も大きな問題の１つに「人口
の減少」が挙げられることについて、異論は少な
いと考えられる。実際に、全国の多くの自治体で
「人口増政策」が取り組まれている。総務省の住民
基本台帳に基づく人口の動態からは2021年１月は
前年に比べて約48万人の減少となっている［１］。毎
年、中核市（例えば、富山市の人口は約42万人）
に相当するだけの人数が減少しているのである。
特に人口減少については、地方都市で自然減少
に加えて首都圏などへの人口流出が同時進行する
ことで、地域の衰退も進行し、全国津々浦々で地
域経済・雇用機会・教育・文化・産業そして生活
の基盤が揺らぎつつある。こうした事象に我々は
いかに対応することができるのだろうか？
交通政策からは、人々の自由な移動の仕組みを
構築することで、人口の定住促進・安心して暮ら
すことができる地域の形成に寄与することが可能
であると考えられる。それが「公共交通とまちづ
くり」の目的である。

２　交通が変わるとまちも変わる

人は日々の生活を行うためには、移動をする必
要がある。太古より牛馬・舟運・鉄道・自動車な
ど様々な交通手段を用いて移動を行ってきた。
我が国においては1960年代の高度経済成長期に

モータリゼーションの時代を迎えることになった。
モータリゼーションとは自動車所有の拡大によって、
自動車を使ったライフスタイルが広がり、都市構造
も自動車が走りやすいものになっていくことである。
個々の人々はより便利な交通手段として自動車を

保有するが、保有が増大すると、既存の道路の容
量よりも自動車交通量が増加し、深刻な渋滞が発
生する（図１）。渋滞は自動車の特性である時間と
空間における自由な移動を阻害する。そのため渋
滞対策は重要な都市政策となることが多い。
そして多くの渋滞対策は、都市の外縁部に自動
車が走りやすい道路を整備することであった（図
２）。こうした道路整備が進展することで、これら
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の道路の沿道には住宅地開発やロードサイド型の
商業施設などの立地が進むことになる。同時に道
路整備が自動車の走行に適合しない都心側は商業
施設や人口が空洞化することになり、都市全体の
人口密度が小さくなっていく。既存の市街地から
は賑わいが減少し、バスや鉄道など公共交通の利
用者も減少していく。人口密度が小さな地域ほど
一人当たりの行政コストも増加する（図３）こと
が明らかにされている。

図３　人口密度と１人当たりの行政コストの関係

出典：  H18-20のデータ・国交省国土審議会「第３回長期展
望委員会資料」

こうした状況を変える取り組みとして、国土交
通省でも2014年に「国土のグランド・デザイン
2050」の中で「コンパクト・プラス・ネットワー
ク」が提案されている。ここでは地域の活力を維
持し、人々が安心して暮らすことができるように、
公共交通と連携してコンパクトなまちづくりを推
進することが強調されているのである。
例えば、図４はJR姫路駅から北側の駅前広場を

観たものである。かつては駅前直近まで自動車が
進入し、混雑した広場であった。しかし2015年に

整備された駅前広場は歩行空間が拡大され、洗練
されたデザインと共に、駅前付近の道路はバスと
タクシーを除く車両の通行禁止（トランジットモー
ル）として整備された。この整備によってまちの
表情が変わり多くの人々が集うまちに変わって
いった。まさに交通が変わると、まちも大きく変
わった事例ということができる。

３　公共交通の特徴

人口減少の時代における都市構造は図３でも示
したように、できるだけ行政コストの増加を招か
ないように人口密度が小さな地域からの転換が期
待される。そのためには、低密度化を推進する自
動車交通だけでなく、鉄道・バス・タクシー・二
輪車など既存の交通の適切な組み合わせによる移
動の仕組みづくりが期待される。
しかし、現状で自動車を使っている人達は、な
かなか自動車以外の交通手段の利用についての発
想が乏しいことが多い。実際に、地域の公共交通
のあり方を議論し定める場である地域公共交通会
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議などでも、市民委員の方から「この地域では一
人一台のクルマを保有し、皆さんクルマを使ってい
る」という意見が出されることがある。こうした会
議に出かけることができる人たちは、いわば社会と
の接点も豊富であり、活力のある人達である。では、
皆さんクルマを保有しているのであろうか？
図５は、2010年近畿圏パーソントリップ調査の

データから、兵庫県加西市を対象に「クルマを気
軽に利用できない人」（運転免許証を持っていない
人、世帯にクルマがない人）を集計したものであ
る。その結果、人口の29％がクルマを気軽に利用
できない人であることを把握できた。他の地域で
も概ねクルマを気軽に利用できない人口は全人口
の２～３割程度存在する。この人たちの中には免
許を持たない高齢者や、免許を持てない高校生な
ども含まれている。そしてこれらの人々が外出する
際に利用する交通手段は、家族や隣人などの自動
車で「送迎をしてもらう」ことが多くなる。送迎は、
送ってもらう人たちにとっては遠慮や気兼ねが生ま
れることもあり、外出量が潜在化する場合がある。
一方、送迎をする人たちにとっても、毎回の送迎
のための時間確保が大変になる。こうした送迎を
減らして一人で外出ができる仕組みとして、バス
や鉄道など公共交通の適切な配置が実施されると
人々の外出の増加や送迎の負担軽減が可能となる。
自動車は優れた交通手段であるが、上記のよう
に誰もが気軽に使うことができるものではない。そ
こでバスや鉄道など公共交通が自動車では実現が
困難なことを整理して、移動における意義・役割
を整理しておこう。
① 非排除性：公共交通を利用する際に運賃の支
払いは必要であるが、運転免許証などの資格
を持つ必要がない交通手段である。そのため、

基本的には誰でも利用することができる。例
えば、免許返納を考えている人たち、障害が
あり免許を持つことができない人たち、体調
が悪くて運転ができない人たちにとっても利
用が可能な交通手段である。
② 移動に関する潜在需要の顕在化：送迎をして
もらっている人達は前出のように遠慮や気兼
ねが作用して、外出をためらうことが考えら
れる。筆者らの研究でも、「バスが存在するこ
とで実現する活動」として知人との交流、外
食、スポーツ・習い事などの外出が顕在化す
ることを確認している［２］。人々の外出が増え
ると、まちの賑わいの増加と共に外出する個
人にとっても、会話が増えたり、身体や精神
への効果なども期待できる。
③ 移動を束ねる：自動車だと一台に数名の乗車
が多いが、公共交通ではその何倍もの人々を
一台の車両で運ぶことができる。そのため道
路の通行スペースや駐車場も少なくすること
が可能となり、道路空間や都市空間の有効利
用に資することができる。また、運行する車
両も減らすことができるので、環境負荷も抑
えることが可能となる。
④ その他の特徴：プロが運転するので事故のリ
スクが低いこと、自分で運転しないので加害
者になることは避けることができること。さ
らに、飲酒などを愉しむことができる交通手
段であることも忘れてはいけない。

４　公共交通が提供するサービスとは

前述のような公共交通が持つ特徴をフルに発揮
して、人々の移動を支えることでまちづくりに寄
与することが期待される。そのためには、まず公
共交通が人々に提供するサービスについて理解を
しておくことが必要となる。
ここでは安全と接遇は当然欠かすことができな
いことであるとして、公共交通が提供しているサー
ビスを６点にまとめている（図６）。
①路線・系統、②バス停・駅など、③ダイヤ、④
運賃、⑤車両、⑥情報提供の各サービスが地域の
実情や利用者に対して適切にデザインされる必要
がある。
これらのサービスレベルを上げていくと当然コ
ストがかかる。また、路線を延ばせばコストがか
かるだけでなく、運行時間が延びることで速達性
が下がることになる。あるいは利用しやすいこと

図５　クルマを気軽に利用できない人（兵庫県加西市）

2010年近畿圏パーソントリップ調査の集計による
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を想定してワンコイン100円の運賃で運行すると、
運賃収入が抑えられるため、持続的な運行をする
ために必要となる収支のバランスを図るために補
助金などを投入することになる。さらに、利用し
ようとする人たちに届くような情報提供が行われ
る必要がある。せっかく工夫した路線・ダイヤで
運行をしても、その情報が人々に届かなければ利
用の対象にならない。公共交通の運行主体のホー
ムページを検索しないと路線やバス停、ダイヤや
運賃の情報が得られないということでは利用者か
らみると十分な情報提供ではない。GoogleMapな
どインターネット上の様々なルート検索サイトな
どから情報が把握できるようにすることも期待さ
れる。
こうした各サービスを地域にふさわしいものと
することで、新たな利用者を獲得する利用促進が
可能となる。利用促進の方法には２つ考えられる。
１つは「転換」である。これは自動車や自転車
などから公共交通への利用交通手段の転換や、郊
外の店舗から公共交通を使うことで中心市街地な
どへ行くことなど目的地の転換などが考えられる。
もう１つの利用促進は「創造」である。これは、
クルマでの送迎などに依存していた人たちが、公
共交通の利用によって一人で出かけることができ
ることで、新たな利用が発生することや、公共交
通の沿線での観光需要を喚起することで新たな需
要が増えることが考えられる。
利用者やこれからの利用が想定できる人たちに
対して、以上の６つのサービスを適切に組み合わ
せていくことが期待される。

５　公共交通の導入方策

現在運行している公共交通においても、４で述
べた「公共交通が提供するサービス」についての
現状を確認することで、よりよい運行形態に改善
することができる。
こうした改善に加えて、新たに公共交通の導入

を検討する際には図７に示すようなフローを踏ま
えることが望ましい。
というのも、しばしばこうした検討を飛ばして、
いきなり⑦の運行形態の選択をしてしまう場合が
少なくないからである。例えば、一時期ワンコイ
ンのコミュニティバスの導入が全国各地で次々と
行われた。これは武蔵野市のコミュニティバスで
ある「ムーバス」の成功に影響されて、自分たち
のまちにもコミュニティバスを導入したい、とい
う自治体が多くあったからである。しかし、多く
の自治体で導入されたものの今や運行していない
ケースも少なくない。こうした失敗事例から、我々
は先行事例をそのままコピーして導入することは、
避けなければならないことを学ぶことができた。
そこで、図７のように、①問題意識として、例
えば、移動の仕組みを地域と一緒につくることで
まちづくりの推進や定住を促進すること等、なぜ
公共交通を導入するのかを明確にしておきたい。
そして、②にあるように、本当に移動に困ってい
る人達の実態を把握することが必要である。地域
の実情を把握している民生委員やPTAの人たち、
あるいは送迎をしている当事者から話を聞くこと
も有益である。③や④でこうした人達の数や居住
地、移動の目的地と移動する時間などを把握する
ことで、どんなルート、車両、運行形態など移動
の仕組みを構築することができる。この仕組みを
導入することで必要となる費用と想定できる収入
との関係から、収支を把握することができる。こ
の収支のバランスから持続可能で無理のない仕組
みとするための確認を行い、場合によっては見直
しなども行い、運行形態を決定し、実際に運行を
進めていくことになる。
特に移動の仕組みについては近年の情報技術の
進展により図８に示すように、既存の鉄道・バス・
タクシーだけでなく、実に多様な仕組みができつ

図７　公共交通導入検討フロー図６　公共交通が提供するサービス
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つある。それぞれの仕組みについては一長一短が
あり、どれかがキラーコンテンツではないことの
認識と、導入については地域の実情を踏まえてお
くことが重要である。それは近年、やや流行語に
なっているMaaS（Mobility as a Service）や自動
運転も同様であり、図７のフローの中で導入を検
討することが望ましい。

６　公共交通政策の評価と指標

政策を実施する際には、その政策が目的を達成
しているのかどうかを把握することが必要になる。
これが政策評価であり、この評価をする物差しに
なるのが評価指標である。
ここでは、評価指標について概観し、この中で
も収支に関する指標の意味について説明をしたい。
国土交通省では「地域公共交通計画等の作成と
運用の手引き」（第２版2021年３月）［３］の概要版で
地域公共交通の評価指標について、標準指標、推
奨指標、選択指標という３分類を提示している。
この分類の中で、標準指標は地域公共交通計画
策定の際に原則すべての計画において設定するこ
とが望ましいとされ、「利用者数」「収支（収支率・
収支差）」「公的資金投入額」の３指標となっている。
収支率・収支差（この指標は基本的に同じもの
であるので、ここでは収支率を対象に考えたい）
を指標とする場合の注意点について考えてみたい。
指標である以上は、現状評価と目標を数値で示す
ことになる。収支率の場合は、分母に運行に関す
る費用、分子に収入の値を入れることで計算がで
きる。そして、収支率の現状評価と目標を考える
ことになる。ここで収支率の目標については、少
しでも収支が良い方向、すなわち収支率の数字が
大きくなることが目指されることが多い。しかし
収支率の改善には、収入の増加の方法もあるが、運

行費用の削減をする方法もある。運行費用を削減
するとサービスが低下することになる。公共交通
を運行する目的は、移動に困っている人々を支え
ることだとすると運行のサービスを削減すること
は望ましいことではない。
また、最近のように原油価格が高騰すると、運
行費用が増加するため収支率が悪化する場合もあ
る。収支率については、こうした性格がある指標
であることを十分に認識して活用することが望ま
しい。
国交省の資料では推奨指標と位置づけられてい
るクロスセクター効果（以下、CSE＝Cross Sector 
Eff ects）について考えたい。推奨指標とは、公共
交通の運営側の目線から、事業の必要性や有効性
を計測しやすい指標であり、積極的に設定するこ
とが推奨されている。なお、選択指標については、
地域の目指す姿や事業実施の目的によって設定を
行うものとされている。

７　公共交通の役割を把握するための指標＝クロ
スセクター効果

CSEの名称を知っている人たちも多いと思われ
るが、ここで、その内容や算出方法、活用事例など
についての概要を紹介したい。なお、詳しくは西
村・東・土井・喜多の論文［４］などを参照されたい。
これまで公共交通が地域において果たす効果や

役割については、「バスや鉄道があることで、外出
が増えて健康が維持される…」などの定性的な説明
が行われてきた。しかし、コミュニティバスの補
助金が年間で3,000万円などの金額になると定性的
な説明だけでなく、定量的に把握することが必要
となる。そのための指標としてCSEは発想された。
そこで、仮説的に対象とする公共交通が補助金
などの財政支援がなくなると廃止になると想定し、
これまで当該公共交通を利用していた人たちの移
動を確保するために必要となる他の行政部門から
の施策費用（例えば、通院をしていた人たちの移
動を支えるために通院バスの運行費用。図９の①
分野別代替費用に該当）を算出し、これらの合計
額と、既存の公共交通の運行を支えるための補助
金など（図９の②に該当）とを比較する。この比
較した額がCSEである（図９の③）。
信頼できるCSEの値を算出するために、次の３
点を算出のための前提としている。
①信頼性を確保するために、二重計上を避ける。
また、分野別代替費用の計算において複数の代替

図８　多様な移動の仕組み
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方法がある場合は安価な方を採用する。②誰が算
出しても同じ結果が得られるように算出根拠を明
確にする。③算出範囲を明確にする。ここでは行
政の補助金などと比較するために、行政の分野に
ついて代替費用を算出する。
図９の①に示す分野別代替費用については、公
共交通の利用実態（利用者数、利用目的、利用区
間、時間など）を踏まえて医療、商業、教育、観
光、福祉、財政、建設などの行政分野を対象とし
て算出をしている。
具体的な計算例として、ここでは兵庫県西宮市
の事例を紹介したい。西宮市では市の補助金でコ
ミュニティバス「さくらやまなみバス」が運行さ
れている。しかし、委託事業者において昨今のバ
スのドライバー不足が深刻になり、ドライバー確
保のために待遇を改善することになった。待遇改
善のためには、これまでの委託費に加えて約3,400
万円の増額が必要とされた。このため、西宮市で
は近隣市町を運行する事業者への委託の変更など
様々な打診がされたが、結局現在の委託事業者に
3,400万円の上乗せ費用で委託するのが妥当という
ことになった。しかし、これだけの金額を上乗せ
することに対して財政当局や議会などに了解を得
ることが必要である。そこで市ではさくらやまな
みバスについてのCSEの算出が行われた。その結
果、3,400万円を追加的に支払っても約1,800万円の
CSEがあることが明らかとなり、この追加的な費
用支出は市として実施されることになった［５］。
この他にもCSEの算出によって政策判断が行わ
れた事例として、近年赤字で運行が困難になりつ
つある滋賀県の近江鉄道の存廃について、廃線に
することで分野別代替費用が年間で約19億円必要
になるという算出結果を踏まえて、全線存続とい
う判断が行われたり、兵庫県の福崎町と姫路市の
市町を結ぶ２市町連携コミュニティバスである「ふ

くひめ号」の存続と両自治体の費用負担について
の考え方を決める際にもCSEの算出結果が使われ
ている。
CSEについては、まだ生まれて間がない評価指
標であり、より使いやすいものとして洗練化を進
めていくことや、算出対象を行政の支出抑制効果
を中心にしているが、公共交通の利用と個人の
QOL（生活の質、Quality of Life）の向上などの
関係についても評価ができる指標としての枠組み
を拡げていくことが期待される。

８　まとめ

冒頭に述べたように公共交通政策は人々の移動
を支えることで地域の活動を支え、人口の定住を
促進するものである。普段は自動車を利用して移
動をしていても、いずれは免許返納をする時が訪
れたり、あるいは家族の送迎などを行う必要がで
きることもある。その際に公共交通があることは、
生活の安心と安寧に大きく影響することになる。
そのためには、政策を担当する行政職員の皆さ
んの基礎的な知識と見識が重要となる。こうした
ことを支えるための生きた情報を提供するための
HPとして、「公共交通のトリセツ」（https://text.
odekake.co.jp/）を公開・運営している。ここでは
紙数の関係で述べることができなかったことなど
も多く記事として公開している。是非、参考にし
ていただければと考えている。
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